
第８回 食の安全・安心の確保に関する条例検討会事項書 

 

平成２０年２月２２日 

議事堂６０１特別委員会室 

 

１ 関係団体からの意見聴取 

 
 
 

２ その他 

 
 



関係団体意見聴取時間割 

 

日時 団体名 備考 

【２月２１日（木）】   

13:30-14:00 三重県消費者団体連絡協議会  

14:00-14:30 三重県製麺協同組合  

14:30-15:00 社団法人 

三重県食品衛生協会 

 

三重県生活協同組合連合会 15:00-15:30 

生活協同組合コープみえ 

 

【２月２２日（金）】   

14:00-14:30 三重県食品産業振興会  

14:30-15:00 三重県養鶏協会  

三重県農薬商業協同組合 15:00-15:30 

三重県肥料商業組合 

 

三重県農業協同組合中央会 15:30-16:00 

全国農業協同組合連合会三重県本部 

 

 
※聴取会の進行状況により、時間が前後する場合がありますので御了承ください。 



平成 20年 2月 19日 
 

三重県食の安全・安心の確保に関する条例（仮称）（骨子案）についての意見 

 
三重県食品産業振興会 
会長   山崎 義文 

 

意見 疑義及び修正希望事項 

   
条文等 

１ 前文（５） 
  前文（５）に「このような状況において、本県における食品の安全性及び信頼性を確保していくこ

とは、本県が取り組むべき喫緊の課題であるとともに、安全・安心な県産食品の供給の拡大に寄与

するものである。」 
  と記されているが、県産食品とはどこまでのものを指すのか。骨子案全体からは、農林水産物に絞

られているように読める。加工食品は、どの様な位置付けで考えられているのか不透明である。 
  例えばⅣ－１、２、５に於いては農林水産物と記されており、加工食品についての記載はない。 
 
２ 何について、どうしたいのかが不鮮明 
  全体の構成が「食品全般」を意図された書き出しの印象が有るが、条例の後半からは、「農林水産

の一次産品」に特化した表現方法になってきており、食の安全のもう一方の角度である「食品衛生」

の観点となる「加工」に付随した安全の確保に関する配慮した標記が無い。 
 
３ 標題（タイトル）について 
  配布された意見聴取案内では２の項目に「・・・揺らいだ県民の皆様の県産食品に対し安全・安心

に関する信頼を回復・・・」とあります 
  が、この条例は、「三重県」「三重県産」の何れをお考えなのか 
  或いは、県、県産を何れも外し「みえ 食の安全・・・」のようにかな書きで「みえ」のみのほう

が理解し易いのではないか。 
 
４ Ⅰ総則 ２．定義 
  「・・・用語の意義は、次のとおりとする。」 ⇒ 「・・・用語の定義は、次のとおりとする。」

ではないのか。 
 
５ Ⅰ総則 ２．定義 
  「食品関連事業者 食品等又は肥料、農業・・・」 
   ↓ 
  「事業者 ： 肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼす

おそれがある農林漁業の生産資材、食品若しくは添加物又は器具若しくは容器包装の生産、輸入又

は販売その他の事業活動を行うものをいう。」 
   
  のように、栃木県条例の書き方の方が「県産品」の安全性を高らかに謳うのであれば、川上からの

従事される事業を記載していく方がわかりやすい。 
  中途半端な食品関連事業者と記するより、事業者とはの定義で充分と考える。 
   
又、「食品等」ではなく、明らかに食品若しくは添加物と明確に標記がより具体的で分かりやすく、

「等」は極力避けるべきと考える。 
 



６ Ⅰ総則 ４．県の責務 
  県は、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
  県の責務の条項は簡単すぎる。何を行うべきか少なくとも次項、５ 食品関連事業者の責務、６ 県

民の役割のように、県として食品関連事業者に対してどの様な責務があるのか、県民に対してどの

様な責務があるのかを記載すべきではないか。 
  また、７．９の項目はわかりやすくするために設けられたものと思われるが、県の責務として纏め

られるものと考える。 
 
７ Ⅰ総則 ５．食品関連事業者 
  「食品関連事業者」 ⇒ 「事業者」 
  以下の条文も同じ 
 
８ Ⅲ基本的施策 一 安全・安心の推進 ２ 監視指導体制の強化 
  県は、食の安全･安心を確保するため、食品等の生産から販売に至る一連の行程の各段階におい

て・・・」 
  としているが、県産食品或いは県内に於いて生産、製造された食品等とした方が良いのではないか。 
  県外の食品等にまで監視指導体制は及ばないと考える。 
  県外の食品等については関係官庁に監視指導体制の強化を要望していくという文言を追加するの

が良いのではないかと考える。 
 
９ Ⅲ基本的施策 一 安全・安心の推進 ８ 認証制度 
  「・・・又一定の要件・基準に基づいて生産された県産食品の認証制度を積極的に推進し、・・・」 
① とありますが、どのような認証制度をお考えでしょうか？ 
② 三重県では、厚生労働省の見地からは「HACCP」、農林水産省の見地からは「有機 JAS」など
の既存の認証制度が縦割りで存在しています。 
これらに対して安全・安心を担保するために「どのような検査機関」が認証することになるの

でしょうか？ 
③ 或いは、認証制度では三重ブランド認定制度を挙げられているが、県民の健康被害に直接係わ
る食の安全性確保の為には三重県 HACCP手法認定制度（衛生管理制度）の推進も必要である
と考える。 

 
１０ Ⅳ食の安全・安心に関する措置 
   １．安全な農林水産物の供給 
   ① この条項は明らかに、農林水産物の一次産品に対するものであり、加工食品のように工程を

経過することによる危害リスクに対する表記が無いのは何故でしょうか？ 
     農水からの視点である「県産の一次産品」しか意識されていないのでしょうか？ 

② 赤福問題が本条例策定の発端であるとするならば加工食品まで含めなければならないのでは
ないかと考える。 

 
１１ ２．出荷・販売の禁止 
   前記 １ に同じ 
 
１２ ３．自主回収の報告 
   （２）「・・・食品関連事業者のうち、自ら生産し、採取し、製造し、・・・直接県民に販売する

ことを主として営むものについては、（１）の規定は適用しない。」 
   行商、朝市などで販売される事業者を意識した表現で、配慮は大変良く判ります。 
    が、県民の生命財産を守るのであれば、採れたてであっても、金品の対象として提供される以

上、安全の担保の上に成り立っており、「事件・事故」が起これば回収・報告をさせることにし

なければ、食中毒事故のように「小さい発生件数であれば問題視しない」は、今回のような「中

国ギョーザ薬物事故」のように大きく後手に回る心配はありませんか？ 



 
１３ ４．回収にかかる指導等（４） 
   大量に製造されるものでは、第一次は、三重県外への販売であっても、流通業者を通じて、三重

県内で販売されることが有ると考えるべきであり、自主回収の報告義務に例外を設けるべきでは

ない。 
 
１４ ５．立入調査 
   農林水産物としており県内加工食品については言及されていない。 
   赤福のような事例では「食品等、帳簿書類その他の物件を調査させ、又は試験若しくは検査を行

うために必要な限度において、これらの物件の提出を求めさせることができる。」と言うことが

出来ないのではないか。 
 
１５ Ⅴ 付属機関 

１．設置等 
「・・・検討会議（仮称）・・・」はインパクトが弱いです。もっと強く「・・・推進会議・・・」

の方が判り易いですが如何でしょうか？ 
 
１６ ２．組織等 
   ②食品関連事業車はどの様な事業者まで指すのか不透明。検査機関は含まれるのか。 
 
１７ その他 
   本条例を、より具体化、実現していく上で、これに関する細則は、当然作成されると考えるが、

時期はいつ頃を予定されているのか。 
 


















